
令和６年（２０２４年）

旭 川 市 議 会 議 案

第 ３ 回 定 例 会

令 和 ６ 年 ９ 月 １ ０ 日 開 会

令 和 ６ 年 月 日 閉 会



６・３定 認定第 １ 号

令和５年度旭川市一般会計決算の認定について

令和５年度旭川市一般会計決算を別冊のとおり了したので，監査委員の審査に付し，その意

見を添えて議会の認定を求める。

令和６年９月１０日提出

旭川市長 今 津 寛 介

６・３定 認定第 ２ 号

令和５年度旭川市国民健康保険事業特別会計決算の認定について

令和５年度旭川市国民健康保険事業特別会計決算を別冊のとおり了したので，監査委員の審

査に付し，その意見を添えて議会の認定を求める。

令和６年９月１０日提出

旭川市長 今 津 寛 介



６・３定 認定第 ３ 号

令和５年度旭川市動物園事業特別会計決算の認定について

令和５年度旭川市動物園事業特別会計決算を別冊のとおり了したので，監査委員の審査に付

し，その意見を添えて議会の認定を求める。

令和６年９月１０日提出

旭川市長 今 津 寛 介

６・３定 認定第 ４ 号

令和５年度旭川市公共駐車場事業特別会計決算の認定について

令和５年度旭川市公共駐車場事業特別会計決算を別冊のとおり了したので，監査委員の審査

に付し，その意見を添えて議会の認定を求める。

令和６年９月１０日提出

旭川市長 今 津 寛 介



６・３定 認定第 ５ 号

令和５年度旭川市育英事業特別会計決算の認定について

令和５年度旭川市育英事業特別会計決算を別冊のとおり了したので，監査委員の審査に付し，

その意見を添えて議会の認定を求める。

令和６年９月１０日提出

旭川市長 今 津 寛 介

６・３定 認定第 ６ 号

令和５年度旭川市介護保険事業特別会計決算の認定について

令和５年度旭川市介護保険事業特別会計決算を別冊のとおり了したので，監査委員の審査に

付し，その意見を添えて議会の認定を求める。

令和６年９月１０日提出

旭川市長 今 津 寛 介



６・３定 認定第 ７ 号

令和５年度旭川市母子福祉資金等貸付事業特別会計決算の認定について

令和５年度旭川市母子福祉資金等貸付事業特別会計決算を別冊のとおり了したので，監査委

員の審査に付し，その意見を添えて議会の認定を求める。

令和６年９月１０日提出

旭川市長 今 津 寛 介

６・３定 認定第 ８ 号

令和５年度旭川市後期高齢者医療事業特別会計決算の認定について

令和５年度旭川市後期高齢者医療事業特別会計決算を別冊のとおり了したので，監査委員の

審査に付し，その意見を添えて議会の認定を求める。

令和６年９月１０日提出

旭川市長 今 津 寛 介



６・３定 認定第 ９ 号

令和５年度旭川市水道事業会計決算の認定について

令和５年度旭川市水道事業会計決算を別冊のとおり了したので，監査委員の審査に付し，そ

の意見を添えて議会の認定を求める。

令和６年９月１０日提出

旭川市長 今 津 寛 介

６・３定 認定第 １０ 号

令和５年度旭川市下水道事業会計決算の認定について

令和５年度旭川市下水道事業会計決算を別冊のとおり了したので，監査委員の審査に付し，

その意見を添えて議会の認定を求める。

令和６年９月１０日提出

旭川市長 今 津 寛 介



６・３定 認定第 １１ 号

令和５年度旭川市病院事業会計決算の認定について

令和５年度旭川市病院事業会計決算を別冊のとおり了したので，監査委員の審査に付し，そ

の意見を添えて議会の認定を求める。

令和６年９月１０日提出

旭川市長 今 津 寛 介



６・３定 議案第 １ 号

令和６年度旭川市一般会計補正予算について

令和６年度旭川市一般会計補正予算を別冊のとおり定める。

令和６年９月１０日提出

旭川市長 今 津 寛 介

６・３定 議案第 ２ 号

令和６年度旭川市介護保険事業特別会計補正予算について

令和６年度旭川市介護保険事業特別会計補正予算を別冊のとおり定める。

令和６年９月１０日提出

旭川市長 今 津 寛 介



６・３定 議案第 ３ 号

令和６年度旭川市後期高齢者医療事業特別会計補正予算について

令和６年度旭川市後期高齢者医療事業特別会計補正予算を別冊のとおり定める。

令和６年９月１０日提出

旭川市長 今 津 寛 介

６・３定 議案第 ４ 号

令和６年度旭川市水道事業会計補正予算について

令和６年度旭川市水道事業会計補正予算を別冊のとおり定める。

令和６年９月１０日提出

旭川市長 今 津 寛 介



６・３定 議案第 ５ 号

旭川市印鑑条例及び旭川市国民健康保険条例の

一部を改正する条例の制定について

旭川市印鑑条例及び旭川市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和６年９月１０日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市印鑑条例及び旭川市国民健康保険条例の一部を改正する条例

（旭川市印鑑条例の一部改正）

第１条 旭川市印鑑条例（昭和５９年旭川市条例第１０号）の一部を次のように改正する。

第４条第４項第４号中「被保険者証，組合員証，年金手帳」を「年金手帳」に改める。

（旭川市国民健康保険条例の一部改正）

第２条 旭川市国民健康保険条例（昭和３４年旭川市条例第５号）の一部を次のように改正す

る。

第２５条中「第９項」を「第５項」に，「，若しくは」を「，又は」に，「場合又は同条

第３項若しくは第４項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合」を

「場合」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は，令和６年１２月２日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措

置に関する政令（令和６年政令第２６０号）第９条の規定によりなお従前の例によることと



される場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については，なお従前

の例による。

（説 明）

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正す

る法律の施行に伴い，旭川市印鑑条例及び旭川市国民健康保険条例の一部を改正しようとする

ものである。



６・３定 議案第 ６ 号

旭川市観光振興基金条例の制定について

旭川市観光振興基金条例を次のように定める。

令和６年９月１０日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市観光振興基金条例

（設置）

第１条 観光の振興に関する事業に必要な経費の財源に充てるため，旭川市観光振興基金（以

下「基金」という。）を設置する。

（積立て）

第２条 基金として積み立てる額は，一般会計歳入歳出予算で定めるものとする。

（管理）

第３条 基金に属する現金は，金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管し

なければならない。

２ 基金に属する現金は，必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

（収益の処理）

第４条 基金から生ずる収益は，一般会計歳入歳出予算に計上し，基金に編入するものとする。

（繰替運用等）

第５条 市長は，財政上必要があると認めるときは，確実な繰戻しの方法，期間及び利率を定

めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し，又は一般会計歳入歳出予算の定める

ところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

（処分）

第６条 市長は，第１条の目的のために基金の全部又は一部を処分することができる。

（委任）



第７条 この条例に定めるもののほか，基金の管理について必要な事項は，市長が別に定める。

附 則

この条例は，公布の日から施行する。

（説 明）

旭川市観光振興基金を設置するために，この条例を制定しようとするものである。



６・３定 議案第 ７ 号

旭川市スキー場条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市スキー場条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和６年９月１０日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市スキー場条例の一部を改正する条例

第１条 旭川市スキー場条例（平成２４年旭川市条例第５１号）の一部を次のように改正する。

別表第１項の表を次のように改める。

区 分 単 位 金 額

円
１回（リフト） ２００

１回（ゴンドラリフト） ５００

回数券（リフト１２回分） １，７００

小学生 ４時間 ２，０００

１日 ２，３００

２０時間券 ８，０００

追加５時間券 ２，０００

１期間 ２８，０００

１回（リフト） ５００

１回（ゴンドラリフト） １，４００

回数券（リフト１２回分） ３，８００

スキーリフト 個人
６５歳以上の者

４時間 ４，１００

１日 ４，５００

２０時間券 １８，０００



追加５時間券 ４，５００

１期間 ６０，０００

１回（リフト） ５００

１回（ゴンドラリフト） １，４００

回数券（リフト１２回分） ４，３００

上記以外の者
４時間 ４，６００

１日 ５，３００

２０時間券 ２０，０００

追加５時間券 ５，０００

１期間 ６８，０００

備考

１ スキーリフトの使用において，小学校入学前の者は，無料とする。

２ 「１回」とは，リフト又はゴンドラリフトの片道の使用をいう。

３ 回数券は，３回分でゴンドラリフトを１回使用することができる。

４ 「４時間」とは，第４条第１号に規定する使用時間（スキーリフトを使用することが

できる時間に限る。以下「使用時間」という。）のうち連続した４時間をいう。

５ 「１期間」とは，スキーリフトを使用した日からその日の属する年度の使用期間の末

日までをいう。

６ ２０時間券は，１期間中に限り，使用時間内に，１時間を単位として２０回使用する

ことができる。

７ 追加５時間券は，１期間中に限り，２０時間券に１時間を単位として５回を追加して

使用することができる。

８ ゲレンデ及びセンターハウスの使用は，無料とする。

第２条 旭川市スキー場条例の一部を次のように改正する。

別表第１項の表中「 「
円 円

２００ ３００

５００ ６００

１，７００ ２，１００

２，０００ ２，４００



２，３００ ２，７００

８，０００ １０，０００

２，０００ ２，５００

２８，０００ ３０，０００

５００ ７００

１，４００ １，８００

３，８００ ４，９００

４，１００ ５，３００

４，５００ ５，９００

１８，０００ ２２，０００

４，５００ ５，５００

６０，０００ ６４，０００

５００ ７００

１，４００ １，８００

４，３００ ５，７００

４，６００ ６，１００

５，３００ ７，０００

２０，０００ ２６，０００

５，０００ ６，５００

６８，０００
」を

７２，０００
」に改める。

附 則

この条例は，公布の日から施行する。ただし，第２条の規定は，令和７年４月１日から施行

する。

（説 明）

利用料金設定基準を改定するために，旭川市スキー場条例の一部を改正しようとするもので

ある。



６・３定 議案第 ８ 号

契約の締結について

次の工事請負契約を締結したいので，議会の議決を求める。

令和６年９月１０日提出

旭川市長 今 津 寛 介

１ 工 事 名 豊岡小学校屋体増改築工事

２ 契 約 金 額 ７３４，８００，０００円

３ 契約の相手方 廣野・新谷・高共同企業体

株式会社廣野組

新谷建設株式会社

株 式 会 社 高 組

４ 契約の方法 一般競争入札（条件付き）



６・３定 議案第 ９ 号

契約の締結について

次の工事請負契約を締結したいので，議会の議決を求める。

令和６年９月１０日提出

旭川市長 今 津 寛 介

１ 工 事 名 千代田小学校プール改築ほか工事

２ 契 約 金 額 １８０，１８０，０００円

３ 契約の相手方 旭川市４条通５丁目左１０号

株式会社盛永組

４ 契約の方法 一般競争入札（条件付き）



６・３定 議案第 １０ 号

変更契約の締結について

令和５年８月３日に契約金額の変更に係る専決処分をした（仮称）旭川市リサイクルセン

ター（Ａ）新築工事について，次のとおり契約金額に係る変更契約を締結したいので，議会の

議決を求める。

令和６年９月１０日提出

旭川市長 今 津 寛 介

変更前の契約金額 ７４１，７５１，５８５円

変更後の契約金額 ７６５，１２１，９１３円



６・３定 議案第 １１ 号

変更契約の締結について

令和６年１月１６日に契約金額の変更に係る専決処分をした（仮称）旭川市リサイクルセン

ター（Ｂ）新築工事について，次のとおり契約金額に係る変更契約を締結したいので，議会の

議決を求める。

令和６年９月１０日提出

旭川市長 今 津 寛 介

変更前の契約金額 ７１８，１９１，１７４円

変更後の契約金額 ７３４，０９２，０１５円



６・３定 議案第 １２ 号

変更契約の締結について

令和５年８月３日に契約金額の変更に係る専決処分をした（仮称）旭川市リサイクルセン

ター新築資源物中間処理設備工事について，次のとおり契約金額に係る変更契約を締結したい

ので，議会の議決を求める。

令和６年９月１０日提出

旭川市長 今 津 寛 介

変更前の契約金額 ５９７，９６９，６３０円

変更後の契約金額 ６７０，９２７，３０３円



６・１定 報告第 ３ 号

専決処分の報告について

変更契約を締結することについて，地方自治法第１８０条第１項の規定による長の専決処分

事項の指定により，次のとおり専決処分したから，同条第２項の規定により報告する。

令和６年２月２０日提出

旭川市長 今 津 寛 介

整理
契約の名称 契約金額（円）

専決処分 議案等の番号及び件名
番号 年 月 日 （議決等年月日）

（仮称）旭川 変更前 報告第５号専決処分の報
市リサイクル ７１７，１９３，７１７ 令和６年 告について

１
セ ン タ ー 変更後 １月16日 （令和５年10月10日）
（Ｂ）新築工 ７１８，１９１，１７４ 議案第４７号契約の締結
事 について

（令和５年３月24日）

（仮称）旭川 変更前 報告第５号専決処分の報
市リサイクル ２４３，０４６，８８６ 令和６年 告について

２ センター新築 変更後 １月16日 （令和５年10月10日）
機械設備工事 ２４３，４０３，６１３ 議案第４８号契約の締結

について
（令和５年３月24日）

○写



５・３定 報告第 ５ 号

専決処分の報告について

変更契約を締結することについて，地方自治法第１８０条第１項の規定による長の専決処分

事項の指定により，次のとおり専決処分したから，同条第２項の規定により報告する。

令和５年９月１２日提出

旭川市長 今 津 寛 介

整理
契約の名称 契約金額（円）

専決処分 議案等の番号及び件名
番号 年 月 日 （議決等年月日）

（仮称）旭川 変更前 議案第４６号契約の締結
市リサイクル ７２８，２００，０００ 令和５年 について

１ セ ン タ ー 変更後 ８月３日 （令和５年３月24日）
（Ａ）新築工 ７４１，７５１，５８５
事

（仮称）旭川 変更前 議案第４７号契約の締結
市リサイクル ７０６，２００，０００ 令和５年 について

２ セ ン タ ー 変更後 ８月３日 （令和５年３月24日）
（Ｂ）新築工 ７１７，１９３，７１７
事

（仮称）旭川 変更前 議案第４８号契約の締結
市リサイクル ２３８，３１５，０００ 令和５年 について

３ センター新築 変更後 ８月３日 （令和５年３月24日）
機械設備工事 ２４３，０４６，８８６

（仮称）旭川 変更前 議案第４９号契約の締結
市リサイクル ２００，２００，０００ 令和５年 について

４ センター新築 変更後 ８月３日 （令和５年３月24日）
電気設備工事 ２０２，８７７，７５９

（仮称）旭川 変更前 議案第５０号契約の締結
市リサイクル ５９７，３００，０００ 令和５年 について

５ センター新築 変更後 ８月３日 （令和５年３月24日）
資源物中間処 ５９７，９６９，６３０
理設備工事

○写



総合庁舎建替 変更前 議案第４７号変更契約の
（Ａ）新築工 ６，０４２，９４３，７８７ 令和５年 締結について
事 変更後 ８月８日 （令和５年６月30日）

６，０４２，８５０，６６８ 報告第３号専決処分の報
告について
（令和５年５月23日）
議案第３７号変更契約の
締結について

６ （令和４年12月16日）
報告第３号専決処分の報
告について
（令和３年２月25日）
報告第８号専決処分の報
告について
（令和２年６月25日）
議案第７０号契約の締結
について
（令和２年３月26日）



５・１定 議案第 ４６ 号

契約の締結について

次の工事請負契約を締結したいので，議会の議決を求める。

令和５年２月２０日提出

旭川市長 今 津 寛 介

１ 工 事 名 （仮称）旭川市リサイクルセンター（Ａ）新築工事

２ 契 約 金 額 ７２８，２００，０００円

３ 契約の相手方 荒井・高・谷脇共同企業体

荒井建設株式会社

株 式 会 社 高 組

株式会社谷脇組

４ 契約の方法 一般競争入札（条件付き）

○写



○写
５・１定 議案第 ４７ 号

契約の締結について

次の工事請負契約を締結したいので，議会の議決を求める。

令和５年２月２０日提出

旭川市長 今 津 寛 介

１ 工 事 名 （仮称）旭川市リサイクルセンター（Ｂ）新築工事

２ 契 約 金 額 ７０６，２００，０００円

３ 契約の相手方 廣野・畠山・菅原共同企業体

株式会社廣野組

畠山建設株式会社

株式会社菅原組

４ 契約の方法 一般競争入札（条件付き）



○写
５・１定 議案第 ５０ 号

契約の締結について

次の工事請負契約を締結したいので，議会の議決を求める。

令和５年２月２０日提出

旭川市長 今 津 寛 介

１ 工 事 名 （仮称）旭川市リサイクルセンター新築資源物中間処理設備工事

２ 契 約 金 額 ５９７，３００，０００円

３ 契約の相手方 道北機械・檜山共同企業体

道北機械株式会社

株式会社檜山鐵工所

４ 契約の方法 一般競争入札（条件付き）



６・３定 議案第 １３ 号

変更契約の締結について

令和５年６月３０日に契約の締結の議決を経た永山西小学校（Ａ）増改築工事について，次

のとおり契約金額に係る変更契約を締結したいので，議会の議決を求める。

令和６年９月１０日提出

旭川市長 今 津 寛 介

変更前の契約金額 １，２１８，２５０，０００円

変更後の契約金額 １，２５９，５０７，２９６円



６・３定 議案第 １４ 号

変更契約の締結について

令和５年６月３０日に契約の締結の議決を経た永山西小学校（Ｂ）増改築工事について，次

のとおり契約金額に係る変更契約を締結したいので，議会の議決を求める。

令和６年９月１０日提出

旭川市長 今 津 寛 介

変更前の契約金額 ９４２，７００，０００円

変更後の契約金額 ９７８，６１３，４１７円



５・２定 議案第 ４３ 号

契約の締結について

次の工事請負契約を締結したいので，議会の議決を求める。

令和５年６月１６日提出

旭川市長 今 津 寛 介

１ 工 事 名 永山西小学校（Ａ）増改築工事

２ 契 約 金 額 １，２１８，２５０，０００円

３ 契約の相手方 盛永・新谷・田中・東成共同企業体

株 式 会 社 盛 永 組

新 谷 建 設 株 式 会 社

株式会社田中組旭川支店

東 成 建 設 株 式 会 社

４ 契約の方法 一般競争入札（条件付き）

○写



○写
５・２定 議案第 ４４ 号

契約の締結について

次の工事請負契約を締結したいので，議会の議決を求める。

令和５年６月１６日提出

旭川市長 今 津 寛 介

１ 工 事 名 永山西小学校（Ｂ）増改築工事

２ 契 約 金 額 ９４２，７００，０００円

３ 契約の相手方 橋本川島・タカハタ・吉宮・岸田共同企業体

株式会社橋本川島コーポレーション

タ カ ハ タ 建 設 株 式 会 社

吉 宮 建 設 株 式 会 社

株 式 会 社 岸 田 組

４ 契約の方法 一般競争入札（条件付き）



６・３定 議案第 １５ 号

北海道後期高齢者医療広域連合規約の変更について

地方自治法第２９１条の３第１項の規定により，北海道後期高齢者医療広域連合規約の一部

を次のように変更する。

令和６年９月１０日提出

旭川市長 今 津 寛 介

北海道後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約

北海道後期高齢者医療広域連合規約の一部を次のように変更する。

第４条を次のように改める。

（広域連合の処理する事務）

第４条 広域連合は，高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号。以下「高

齢者医療確保法」という。）及び高齢者医療確保法に基づく命令に基づき後期高齢者医療広

域連合が行うものとされた後期高齢者医療の事務及びそれに付随する事務を処理する。

第１９条第２項中「別表第２」を「別表」に改める。

別表第１を削り，別表第２を別表とする。

附 則

この規約は，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９１条の３第１項の規定による北

海道知事の許可の日から施行する。



６・３定 報告第 １ 号

令和５年度決算に基づく健全化判断比率の報告について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により，令和５年度決算に基

づく健全化判断比率について，次のとおり報告する。

令和６年９月１０日提出

旭川市長 今 津 寛 介

（単位 ％）

実 質 赤 字 比 率 連結実質赤字比率 実 質 公 債 費 比 率 将 来 負 担 比 率

－ － ８．９ ８２．８

（１１．２５） （１６．２５） （２５．０） （３５０．０）

備考

１ 「実質赤字比率」欄の「－」は，実質赤字額がないため実質赤字比率が算定されな

いことを示す。

２ 「連結実質赤字比率」欄の「－」は，連結実質赤字額がないため連結実質赤字比率

が算定されないことを示す。

３ （ ）内の数値は，旭川市の早期健全化基準を示す。



６・３定 報告第 ２ 号

令和５年度決算に基づく資金不足比率の報告について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により，令和５年度決算に

基づく資金不足比率について，次のとおり報告する。

令和６年９月１０日提出

旭川市長 今 津 寛 介

特別会計の名称 資金不足比率（％）

水 道 事 業 会 計 －

下 水 道 事 業 会 計 －

病 院 事 業 会 計 －

備考 「資金不足比率」欄の「－」は，資金不足額がないため資金不足比率が算定されな

いことを示す。



６・３定 報告第 ３ 号

専決処分の報告について

損害賠償の額を定めることについて，地方自治法第１８０条第１項の規定による長の専決処

分事項の指定により，次のとおり専決処分したから，同条第２項の規定により報告する。

令和６年９月１０日提出

旭川市長 今 津 寛 介

整理 損害賠償の額
専決処分年月日

事故発生年月日 過失割合
番号 （円） 及 び 場 所 （％）

令和６年５月２３日 市 30
１ １９，８００ 令和６年７月４日

旭川市工業団地５条３丁 相手方70
目

令和５年９月２０日
２ ３３４，７５２ 令和６年８月２日 市 100

旭川市東６条１丁目

令和６年５月１２日
３ ２２７，７００ 令和６年８月２日 市 100

旭川市春光１条７丁目

令和６年６月２１日 市 50
４ １２，８７０ 令和６年８月２０日

旭川市宮下通１４丁目 相手方50

令和６年７月２８日 市 30
５ ９７，４５５ 令和６年８月２０日

旭川市東鷹栖４線１６号 相手方70



６・３定 報告第 ４ 号

専決処分の報告について

損害賠償の額を定めることについて，地方自治法第１８０条第１項の規定による長の専決処

分事項の指定により，次のとおり専決処分したから，同条第２項の規定により報告する。

令和６年９月１０日提出

旭川市長 今 津 寛 介

損害賠償の額 専決処分年月日
事故発生年月日

過失割合及 び 場 所

令和６年５月２０日
６４９，２２０円 令和６年７月４日 市 100％

旭川市大町２条１３丁目



６・３定 報告第 ５ 号

専決処分の報告について

変更契約を締結することについて，地方自治法第１８０条第１項の規定による長の専決処分

事項の指定により，次のとおり専決処分したから，同条第２項の規定により報告する。

令和６年９月１０日提出

旭川市長 今 津 寛 介

整理
番号

契約の名称 契約金額（円）
専決処分
年 月 日

議案等の番号及び件名
（議決等年月日）

１

（仮称）旭川
市リサイクル
センター新築
機械設備工事

変更前
２４３，４０３，６１３

変更後
２５６，２２２，２６１

令和６年
８月２日

報告第３号専決処分の報
告について
（令和６年２月26日）
報告第５号専決処分の報
告について
（令和５年10月10日）
議案第４８号契約の締結
について
（令和５年３月24日）

２

（仮称）旭川
市リサイクル
センター新築
電気設備工事

変更前
２０２，８７７，７５９

変更後
２１４，０７９，６１５

令和６年
８月２日

報告第５号専決処分の報
告について
（令和５年10月10日）
議案第４９号契約の締結
について
（令和５年３月24日）

３

明星中学校耐
震改修工事

変更前
２２４，５５４，６１４

変更後
２２６，２１５，８６１

令和６年
８月２日

報告第１号専決処分の報
告について
（令和５年12月13日）
議案第４６号契約の締結
について
（令和５年６月16日）

４

永山西小学校
増改築衛生設
備工事

変更前
１７６，７７０，０００

変更後
１８１，３８６，０１８

令和６年
８月２日

議案第４５号契約の締結
について
（令和５年６月30日）



５

日章小学校耐
震改修工事

変更前
３５５，３００，０００

変更後
３６４，１６３，６６５

令和６年
８月２日

議案第１７号契約の締結
について
（令和５年９月15日）



６・１定 報告第 ３ 号

専決処分の報告について

変更契約を締結することについて，地方自治法第１８０条第１項の規定による長の専決処分

事項の指定により，次のとおり専決処分したから，同条第２項の規定により報告する。

令和６年２月２０日提出

旭川市長 今 津 寛 介

整理
契約の名称 契約金額（円）

専決処分 議案等の番号及び件名
番号 年 月 日 （議決等年月日）

（仮称）旭川 変更前 報告第５号専決処分の報
市リサイクル ７１７，１９３，７１７ 令和６年 告について

１
セ ン タ ー 変更後 １月16日 （令和５年10月10日）
（Ｂ）新築工 ７１８，１９１，１７４ 議案第４７号契約の締結
事 について

（令和５年３月24日）

（仮称）旭川 変更前 報告第５号専決処分の報
市リサイクル ２４３，０４６，８８６ 令和６年 告について

２ センター新築 変更後 １月16日 （令和５年10月10日）
機械設備工事 ２４３，４０３，６１３ 議案第４８号契約の締結

について
（令和５年３月24日）

○写



５・３定 報告第 ５ 号

専決処分の報告について

変更契約を締結することについて，地方自治法第１８０条第１項の規定による長の専決処分

事項の指定により，次のとおり専決処分したから，同条第２項の規定により報告する。

令和５年９月１２日提出

旭川市長 今 津 寛 介

整理
契約の名称 契約金額（円）

専決処分 議案等の番号及び件名
番号 年 月 日 （議決等年月日）

（仮称）旭川 変更前 議案第４６号契約の締結
市リサイクル ７２８，２００，０００ 令和５年 について

１ セ ン タ ー 変更後 ８月３日 （令和５年３月24日）
（Ａ）新築工 ７４１，７５１，５８５
事

（仮称）旭川 変更前 議案第４７号契約の締結
市リサイクル ７０６，２００，０００ 令和５年 について

２ セ ン タ ー 変更後 ８月３日 （令和５年３月24日）
（Ｂ）新築工 ７１７，１９３，７１７
事

（仮称）旭川 変更前 議案第４８号契約の締結
市リサイクル ２３８，３１５，０００ 令和５年 について

３ センター新築 変更後 ８月３日 （令和５年３月24日）
機械設備工事 ２４３，０４６，８８６

（仮称）旭川 変更前 議案第４９号契約の締結
市リサイクル ２００，２００，０００ 令和５年 について

４ センター新築 変更後 ８月３日 （令和５年３月24日）
電気設備工事 ２０２，８７７，７５９

（仮称）旭川 変更前 議案第５０号契約の締結
市リサイクル ５９７，３００，０００ 令和５年 について

５ センター新築 変更後 ８月３日 （令和５年３月24日）
資源物中間処 ５９７，９６９，６３０
理設備工事

○写



総合庁舎建替 変更前 議案第４７号変更契約の
（Ａ）新築工 ６，０４２，９４３，７８７ 令和５年 締結について
事 変更後 ８月８日 （令和５年６月30日）

６，０４２，８５０，６６８ 報告第３号専決処分の報
告について
（令和５年５月23日）
議案第３７号変更契約の
締結について

６ （令和４年12月16日）
報告第３号専決処分の報
告について
（令和３年２月25日）
報告第８号専決処分の報
告について
（令和２年６月25日）
議案第７０号契約の締結
について
（令和２年３月26日）



５・１定 議案第 ４８ 号

契約の締結について

次の工事請負契約を締結したいので，議会の議決を求める。

令和５年２月２０日提出

旭川市長 今 津 寛 介

１ 工 事 名 （仮称）旭川市リサイクルセンター新築機械設備工事

２ 契 約 金 額 ２３８，３１５，０００円

３ 契約の相手方 弘友・鹿取永井・丸信共同企業体

弘友設備工業株式会社

鹿取永井工業株式会社

丸信衛生工業株式会社

４ 契約の方法 一般競争入札（条件付き）

○写



５・１定 議案第 ４９ 号

契約の締結について

次の工事請負契約を締結したいので，議会の議決を求める。

令和５年２月２０日提出

旭川市長 今 津 寛 介

１ 工 事 名 （仮称）旭川市リサイクルセンター新築電気設備工事

２ 契 約 金 額 ２００，２００，０００円

３ 契約の相手方 東邦・藤川・石森共同企業体

東 邦 電 設 株 式 会 社

藤川電設工業株式会社

石森電気工事株式会社

４ 契約の方法 一般競争入札（条件付き）

○写



５・４定 報告第 １ 号

専決処分の報告について

変更契約を締結することについて，地方自治法第１８０条第１項の規定による長の専決処分

事項の指定により，次のとおり専決処分したから，同条第２項の規定により報告する。

令和５年１２月１日提出

旭川市長 今 津 寛 介

契約の名称 契約金額（円）
専決処分 議案等の番号及び件名
年 月 日 （議決等年月日）

明星中学校耐震改修 変更前 議案第４６号契約の締結
工事 ２２３，９１６，０００ 令和５年 について

変更後 10月20日 （令和５年６月16日）
２２４，５５４，６１４

○写



○写
５・２定 議案第 ４６ 号

契約の締結について

次の工事請負契約を締結したいので，議会の議決を求める。

令和５年６月１６日提出

旭川市長 今 津 寛 介

１ 工 事 名 明星中学校耐震改修工事

２ 契 約 金 額 ２２３，９１６，０００円

３ 契約の相手方 畠山・石田共同企業体

畠 山 建 設 株 式 会 社

株式会社石田兼松八興建設

４ 契約の方法 一般競争入札（条件付き）



５・２定 議案第 ４５ 号

契約の締結について

次の工事請負契約を締結したいので，議会の議決を求める。

令和５年６月１６日提出

旭川市長 今 津 寛 介

１ 工 事 名 永山西小学校増改築衛生設備工事

２ 契 約 金 額 １７６，７７０，０００円

３ 契約の相手方 木本・大協・道北機械共同企業体

株式会社木本動力工業所

株 式 会 社 大 協

道 北 機 械 株 式 会 社

４ 契約の方法 一般競争入札（条件付き）

○写



５・３定 議案第 １７ 号

契約の締結について

次の工事請負契約を締結したいので，議会の議決を求める。

令和５年９月１２日提出

旭川市長 今 津 寛 介

１ 工 事 名 日章小学校耐震改修工事

２ 契 約 金 額 ３５５，３００，０００円

３ 契約の相手方 新谷・岸田共同企業体

新谷建設株式会社

株式会社岸田組

４ 契約の方法 一般競争入札（条件付き）

○写
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